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全ての新築で省エネ基準適合を義務化!

2 0 2 5 年4 月以降に工事に着手するものが対象です。

木造戸建住宅
※

の建築確認手続き等を見直し !

木造戸建住宅の壁量計算等を見直し !

重い屋根・ 軽い屋根等の区分を廃止

・ 算定式に基づき、壁量および柱の小径を算定

・ 表計算ツール・ 早見表（ 試算例）を使用可能

＜　 つめ＞

＜　 つめ＞

＜　 つめ＞

建築物省エネ法　 オンラ イン講座

わかり やすい解説動画やテキスト はこちら

■解説動画
　  h ttp s ://s h o e n e h o u -o n l in e . j p /

■テキスト
　  h ttp s ://w w w .m l i t . g o . j p /j u ta k u k e n tik u /h o u s e /0 4 .h tm l

建築物省エネ法　 資料ラ イ ブラ リ ー

①省エネ適判手続きが必要になります。

②仕様基準で評価する場合は省エネ適判は不要です。

①「 建築確認」が必要な対象範囲を拡大します。

②「 審査省略」 の対象範囲を限定します。

③構造・ 省エネ関連の図書等の提出が必要になります。

４ 号建築物

木造
2 階建て

木造
平家建て 等

木造
2 階建て

木造平家建て
（ 延べ面積2 0 0 ㎡超）

木造平家建て
（ 延べ面積2 0 0 ㎡以下）

新2 号建築物

新３ 号建築物
確認申請書・ 図書

（ 一部図書省略）

確認申請書・ 図書

　 　 　 +

構造関係規定等の図書（ 追加）

　 　 　 +

省エネ関連の図書（ 追加）

確認申請書・ 図書

（ 変更なし ）

※階数2 以上又は延べ面積2 0 0㎡超

https://shoenehou-online.jp/
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html

